
相生市人権教育・啓発情報紙

～法務省人権啓発キャッチコピー～

「人権」という言葉からみなさんはどんな印象を受けますか。

「とても大切なもの」それとも「何だか堅苦しくて難しいもの」、「自分には関係

ないもの」でしょうか。

「人権」とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する

権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であ

り、だれにとっても身近で大切なもの、日常の思いやりの心によって守られるもの

だと考えられます。子どもたちに対しては、「命を大切にすること」、「みんなと仲良

くすること」と話していきたいものです。

「人権」は難しいものではなく、だれでも心で理解し、感じることのできるもの

です。しかし、現実の社会では、保護者からの虐待によって子どもの命が奪われた

り、パートナーからの暴力によって心や身体に深い傷を受けたりすることがありま

す。高齢だから、障害があるから、同和地区出身者だから、外国人だからというこ

とで差別を受けることもあります。ハンセン病に対する誤った認識や偏見により、

現在でも故郷に帰ることができない方もいます。どれも悲しく痛ましい人権問題で

す。

様々な人権課題が依然として存在していますが、これらは決して、自分以外の

「誰かのこと」、「自分には関係のないこと」ではありません。人権問題を自分や自分

の身近な人の問題として捉え、互いに人権を尊重し合うことの大切さを認識し、他

人の人権にも配慮した行動をとることができるよう、「『誰か』のこと じゃない。」

という想いを大切にしていきましょう。

次ページから、日本国内でどのようなことが主な人権課題とし

て取り上げられているのかについて触れていきます。みなさんに

人権についての理解を一層深めるきっかけにしていただければ幸

いです。
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８月は「人権文化をすすめる県民運動」推進強調月間です。

法務省ホームページより



近年、同和問題をはじめとして、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、貧困や格差、

ジェンダー問題、LGBT や在日外国人、またインターネットによる誹謗中傷、新型コロナ

ウイルス感染症に伴う差別など、人権問題は広がりと深刻さが増しています。個人の生活

や労働、人間としての尊厳が脅かされ、社会不安などを引き起こしている現実がありま

す。コロナ禍では、女性や子ども、高齢者などをふくむ社会的弱者を直撃し、社会保障の

後退や自己責任論の誤りなど社会の脆弱さが明らかになりました。

しかし、他方でこれを正そうとする動きも力強く広がっており、多様

性を認め合う良識が市民のあいだに定着してきています。水平社宣言か

ら１００年、多くの人が差別と闘い、人権が大切にされる社会の確立を

目指して努力してきました。全国水平社創立 100 周年を機に、すべて

の人の人権が尊重され、平和な社会の実現を目指していきましょう。

【法務省 啓発活動強調事項 17 項目について】

■部落差別(同和問題)を解消しよう～水平社宣言 100 周年～

●人権が大切にされる社会へ

(１) 女性の人権を守ろう

(２) 子どもの人権を守ろう

(３) 高齢者の人権を守ろう

(４) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう

(５) 部落差別（同和問題）を解消しよう

(６) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

(７) 外国人の人権を尊重しよう

(８) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう

(９) ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう

(10) 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう

(11) 犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう

(12) インターネット上の人権侵害をなくそう

(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

(15) 性的指向及び性自認（性同一性）を理由とする偏見や差別をなくそう

(16) 人身取引をなくそう

(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

法務省ホームページより

今年 2022 年は、創立大会から 100 周年にあたります。

1922 年 3 月 3 日、全国水平社は、京都市岡崎公会堂(現京都市美術館別館)で生まれ

ました。会場は「解放・団結・自由」の旗が揺れ、3000 人余の参加者でうめつくされて

いたといいます。天地も振動せんばかりの拍手と歓呼で採択した宣言は、「水平社はかく

して生まれた。人の世に熱あれ、人間に光あれ」と結ばれています。

被差別部落の人々が立ち上がった解放運動の始まりです。

宣言は、水平社運動が人間の尊厳・自由・平等の理念に基づいて

いっさいの差別・抑圧と闘い、部落出身者だけでなくすべての人間

の解放を目指すことを明らかにしました。

今回は、
17 項 目 の
内の７項目
を取り上げ
ます。



■高齢者の人権を守ろう〜成年後見制度〜

甲佐町｜高齢者などの権利を守る制度や事業をご存じですか～地域包括支援センター「社会福祉士だより」より

高齢者などの権利を守るための制度や事業についてご存じですか。認知症、知的

障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産

を管理したり、身の回りの世話のために介護保険などのサービスや施設への入所に

関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自身でこれ

らのことを行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても

適切な判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあう恐れもあり

ます。成年後見制度とは、このような判断能力が不十分な方々に対し、本人の権利を

守る援助者(後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見制

度には大きく 2 つの種類があります。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に判断能力が不十分

な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分

の生活・療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見

契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおく制度です。

法定後見制度は、判断能力が不十分になってから、本人・配偶者・4 親等内の親族・

検察官・市町長などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が法定後見人およ

び法定後見監督人を選任し、本人の財産管理などの法律行為を支援する制度です。

法定後見制度は、本人の判断能力の状態に応じて、「後見」「保佐」「補助」の 3 つの

種類に分かれます。

成年後見制度の最大の目的は、支援が必要な高齢者等(成年被後見人等)の財産を保

全・維持することが最優先となるため、成年後見人が選任されている方の財産処分

などを行うためには、家庭裁判所の事前許可が必要になり、不必要な財産処分を防

ぐことができます。

法定後見人の申立てに関しては、原則的には家族などの 4 親等内親族

が行いますが、身寄りのない方などに対しては、市町長が本人に代わっ

て申立てを行うことが可能です。認知症などにより判断能力が低下する

前に後見人などを準備しておくことは重要ですが、判断能力が不十分と

なってしまった身寄りのない方でも、成年後見制度の利用が可能です。

厚生労働省ホームページより

成年後見制度
法廷後見制度 任意後見制度

後見 保佐 補助

すでに判断能力が不十分な場合
将来、判断能力が不十分と
なったときに備える場合

判断能力が全くない 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分
判断能力があるうちに、
任意後見人を選んでおく

後見人に代表権と
取消権が与えられる

保佐人に特定の事項以外の
同意見と取消権が与えられる

補助人に一部の同意見と
取消権が与えられる



■女性の人権を守ろう～ジェンダーギャップ～

●兵庫県 家事・育児の時間 男女格差

●ジェンダー平等について

日本では女性活躍推進の政策が採られていますが、なかなか進まないのが現状です。
ワーク・ライフ・バランスという言葉が定着して久しいですが、今でも日本の男性が家
事労働や育児に割く時間は、世界の中では非常に短く、女性への負担が大きいことも見
逃せません。
負担が大きければ、キャリアの途中で職場を離れる、あるいは長期離脱せざるを得な

くなります。これは男女どちらにも言えますが一度キャリアを離れた人が再び戻ったと
しても、給与や出世で大きく不利になるという現実が待っています。
ですが厚生労働省のレポートでは、労働時間が短いほど労働生産性が高まり、ワーク・

ライフ・バランスの実現に積極的な企業ほど売上が多く、離職率も低い傾向がある
という調査結果が出ています。また、内閣府男女共同参画局のレポートで
は、女性が活躍できる企業ほど利益率が高く、経営幹部に女性の割合が高
い企業の株価パフォーマンスが高いという分析結果が出ています。
当たり前のように能力や実績、資質で評価され、結果としてジェンダー

平等となり、より多様性を持った「誰もが自分らしくある」社会を目指し
ていきましょう。

世界経済フォーラムが、2021 年、各国における男

女格差を測るジェンダーギャップ指数を発表しまし

た。この指数は、「経済」「政治」「教育」「健康」の４

つの分野のデータから作成され、０が完全不平等、１

が完全平等を示しています。日本の総合スコアは

0.656、順位は 156 か国中 120 位でした。前回と比

べて、スコア、順位ともに、ほぼ横ばいとなっており、

先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中

国、ASEAN 諸国より低い結果となりました。

日本で、特に順位が低いのは、「経済」117 位、「政

治」147 位です。政治分野では、スコアは上がってい

るものの、順位は下がっています。これは、各国がジ

ェンダー平等に向けた努力を加速させている中で、日

本が遅れを取っていることを示しています。

内閣府男女共同参画局ホームページより

国際女性デーに合わせ、上智大教授らの研究グルー

プが「都道府県版ジェンダーギャップ指数」を試算し

ました。兵庫県は政治で全国８位、経済で 18 位、行

政と教育は 23 位でした。特に家事・育児への参加に

関する指標では、他府県に比べ男女格差の大きさが目

立ちました。

「家事・育児などに使用する時間」は、兵庫県は

0.134 で 40 位。費やす時間（週平均）は女性の１日

あたり 284 分に対し、男性は 38 分にすぎませんでし

た。「都道府県職員の育休取得率」における男女格差で

兵庫は 44 位。女性の取得率 99.6％に対し、男性は

4.8％でした。最も指数が高かったのは鳥取県で、女性

は 100％、男性は 29.1％でした。

2022/3/7 神戸新聞より



■性的指向及び性自認（性同一性）を理由とする
偏見や差別をなくそう～LGBT～

●LGBT 以外のマイノリティについて
法務省ホームページより

LGBT 以外にも、性自認や性的指向が定まっていない、または定めるこ

とに不安を感じているクエスチョニング、他者に対して性的な興味関心を

抱かないアセクシュアル、自身の性別を男性や女性に定めない X ジェンダ

ーと呼ばれる人々など、多様な人々が存在します。

LGBT は、人種や国籍、宗教や価値観などを含むダイバーシティ（多様

性）の中の一つです。そして、ダイバーシティが重要視されている近年で

は、LGBT は注目すべきテーマの一つとなっています。

違いを排除するのではなく、互いの違いを受け入れ尊重することが大切

です。多様な人々が過ごしやすい環境を創る取組を進めていきましょう。



■子どもの人権を守ろう～ヤングケアラー～
○ケアラー

「介護」「看病」「療育」「世話」「心や身体に不調のある家族への気づかい」など、ケアの

必要な家族や近親者・友人・知人などを無償でケアする人のことです。

○ヤングケアラー

法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の

世話などを日常的に行っている子どもとされています。

一般社団法人日本ケアラー連盟「ヤングケアラーはこんな子どもたちです」より

○ヤングケアラーの現状

厚生労働省の全国調査によると、中学生の約６％、高校生の約４％

が「世話をしている家族がいる」と回答しました。そのほか、以下

の現状が明らかになりました。

・ケアの相手･･･父母、祖父母、きょうだいなど

・ケアの内容･･･家事、感情的サポート、見守りなど

・ケアの頻度･･･「ほぼ毎日」が半数

ケアは短時間のケースが多いが、長時間に及ぶケースもある

○ヤングケアラーが抱える問題・困りごと

どの領域の、どの問題にも当てはまるようで当てはまらないため、気づいても踏み込み

にくい現状があります。

・学校生活への影響･･･遅刻、欠席、宿題忘れ、成績不振など

・友人関係への影響･･･遊ぶ時間がとれない、話が合わないなど

・健康面への影響･････ストレスを感じる、睡眠が十分に取れないなど



■外国人の人権を尊重しよう～多文化共生社会に向けて～

日本を訪れる外国人は、近年増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響で、国際的な人の往来が一時停止され、その結果、新たに入国する外国人は激減しまし

た。他方、令和３年 6 月時点における日本に在留する外国人は 282.3 万人で、過去最高

であった令和元年と比べると微減となったものの、我が国で就労する外国人は令和３年

10 月時点で 172.7 万人と過去最高を記録しています。

日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現するためには、言語、宗教、文化、

習慣等の違いから、外国人をめぐる様々な人権問題について考えていかなければなりま

せん。

外国人に対する偏見や差別をなくしていくため、文化等の多様性を認め、外国人の生活

習慣等を理解・尊重するとともに、お互いの人権に配慮した行動をとるようにしましょ

う。異文化との出会いは日常的なものとなっており、誰もが地域や学校、職場で外国人と

接する機会があるといえます。異なる文化が共存することは、社会に様々な価値観をもた

らし、より豊かな未来を築くことにつながります。

「多文化共生社会」という言葉があります。 それはどのような社会でしょうか。ここ

では、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化を認め合い、尊重し、互いに助け合い

ながら、共に生きていく社会として「多文化共生社会」を考えたい

と思います。例えば、店舗や施設等で、宗教によっては食べられな

い食材があることについて理解されなかったり、外国人の住民が習

慣等の違いから地域のコミュニティーに溶け込めなかったりという

問題があるかもしれません。異なる文化を持つ人々が共に生きてい

くためには、まずはそうした身近な問題を解決していくことが必要

です。ますます外国人と接する機会が多くなる私たち自身が、多文化

共生社会という考え方についての理解を深めることが大切です。

法務省ホームページより

厚生労働省ホームページより



■障害を理由とする偏見や差別をなくそう
～障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法～

「のじぎく文芸賞」作品募集中
～あなたの思いを作品に書いてみませんか～

募集部門／詩、随想(手記・作文を含む)、小説、創作童話

応募条件／兵庫県内に在住、在勤、在学の方

応募作品／インターネット上を含む未発表・未投稿の自作作品

に限ります。

※作品は、審査委員会で審査・選考されます。詳細

については兵庫県人権啓発協会ＨＰをご覧にな

るか、電話でお尋ねください。

応募方法／郵送に限ります。９月９日(金)締め切り

（当日消印有効）

〒650-0003 神戸市中央区山本通 4-22-15

県立のじぎく会館内（公財）兵庫県人権啓発協会

「のじぎく文芸賞」係 ☎０７８－２４２－５３５５

のじぎく文芸賞の題材

○人の優しさや思いやり、支え合うことのすばらしさが描かれているもの

○一人ひとりを大切にし、心豊かな社会づくりの姿勢が描かれているもの

○生命や人権の尊さ、大切さが描かれているもの

○人権課題の解決に向けて、明るい展望をもって描かれているもの

全ての障害者が、社会を構成する一員として社会に参加するためには、必要とする

情報を十分に取得したり利用できたりすることが極めて重要です。障害があることで

日常生活や災害時に必要な情報を得られないなどといったことがおきないようにする

ために「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する

法律」（いわゆる、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）が

令和４年５月２５日に公布・施行されました。

（目的）

全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、

情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要

障害者による情報の取得利用・意思疎通に関する施策を

総合的に推進し、共生社会の実現を目指す

（基本理念）

障害者による情報の取得利用・意思疎通に関する施策の推進にむけて

①障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする

②日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができ

るようにする

③障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする

④高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生できる社会にするための取組を進めていきましょう。

内閣府ホームページより


